
JP 2008-160587 A 2008.7.10

10

(57)【要約】
【課題】監視対象となる設備の変更がされた場合であっ
ても簡単な情報の変更作業のみによって設備の監視がで
きる遠隔監視システムを提供する。
【解決手段】センター装置１０は、フィールド装置２０
のポートと当該ポートで受信する物理量情報の種別との
対応関係を示すポート構成情報、及び、設備２２の識別
子と当該設備２２が計測される物理量情報の種別とを含
む設備構成情報を記憶し、当該設備構成情報に含まれる
設備２２の識別子及び物理量の種別とポート構成情報に
含まれるポートとの対応を示すリンクデータを記憶して
おく。そして、センター装置１０は、物理量情報及び当
該物理量を取得したポートから、リンクデータを参照し
て、当該ポートで取得した物理量の種別及び設備２２の
識別子を特定し、設備２２ごとの監視情報を生成する。
これにより、フィールド装置１０に設備２２に関する情
報を登録しておく必要がない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設備と接続されたポートを複数有し、当該ポートを介して前記設備の物理量情報を受信
するフィールド装置と、
　前記フィールド装置と通信回線を介して接続され、前記物理量情報及び当該物理量を取
得したポートを前記フィールド装置から受信し、前記設備の監視情報を生成する遠隔監視
装置と、
　前記遠隔監視装置により生成された監視情報を提示する提示装置とを備え、
　前記遠隔監視装置は、
　前記フィールド装置のポートと当該ポートで受信する物理量情報の種別との対応関係を
示すポート構成情報、及び、前記設備の識別子と当該設備が計測される物理量情報の種別
とを含む設備構成情報を記憶し、当該設備構成情報に含まれる設備の識別子及び物理量の
種別と前記ポート構成情報に含まれるポートとの対応を示すリンクデータを記憶した記憶
手段と、
　前記物理量情報及び当該物理量を取得したポートから、前記リンクデータを参照して、
当該ポートで取得した物理量の種別及び設備の識別子を特定し、設備ごとの監視情報を生
成する監視処理手段と
　を備えることを特徴とする遠隔監視システム。
【請求項２】
　前記フィールド装置のポートとして、ディジタル入力ポートを有し、当該ディジタル入
力ポートの状態の変化が発生したことを入力した場合に、異常が発生した旨の警報速報情
報を前記遠隔監視装置に送信し、
　前記遠隔監視装置は、前記フィールド装置から警報速報情報を受信した場合に、当該警
報速報情報を前記提示装置により提示させると共に、当該フィールド装置に当該異常の内
容の送信を要求する問い合わせ信号を送信し、
　前記フィールド装置は、前記問い合わせ信号を遠隔監視装置から受信した場合に、前記
警報速報情報に関わる異常の詳細を示す警報詳細情報を前記遠隔監視装置に送信し、
　前記遠隔監視装置は、前記フィールド装置から警報詳細情報を受信した場合に、当該警
報詳細情報を、前記警報速報情報に加えて前記提示装置により提示すること
　を特徴とする請求項１に記載の遠隔監視システム。
【請求項３】
　前記フィールド装置のポートとして、前記設備を制御するための出力ポートを有し、
　前記遠隔監視装置は、
　前記ポート構成情報に前記出力ポートを格納し、前記リンクデータを、前記設備構成情
報の出力ポートと接続された設備の識別子と前記ポート構成情報に格納された出力ポート
との対応を示す情報とし、
　前記設備を制御する場合に、前記リンクデータを用いて、制御対象の設備が接続されて
いる前記出力ポートを認識して、当該出力ポートを指定した設備制御指令を出力する制御
処理部を備えること
　を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の遠隔監視システム。
【請求項４】
　前記制御処理部は、前記設備制御指令を出力するに際して、前記出力ポートの状態を問
い合わせる問い合わせ信号を前記フィールド装置に送信し、当該フィールド装置からの応
答信号に基づいて当該出力ポートが利用可能であると判定した場合に、前記設備制御指令
を出力することを特徴とする請求項３に記載の遠隔監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば各種設備等の状態を監視、制御するために、各種設備等と接続されて
収集されたデータを取得する遠隔監視システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えばビルに導入されている空調設備や照明設備等の各種設備を１台のフィ
ールド装置によって監視、制御するために、当該フィールド装置によって蓄積している設
備の情報を管理者によって管理ができるように収集する遠隔監視装置を備えた遠隔監視シ
ステムが知られている（下記の特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載された遠隔監視システムは、ビルから離れた場所にいても、ビル内設
備の監視を可能とし、人件費等のビル管理・保守費用を低減しようとしている。この特許
文献１には、監視対象となる設備機器の機器識別番号と監視側の分散制御装置の装置識別
番号とを対応付けた接続管理情報を有した１台のビルディングサーバに対して、監視対象
の設備機器の通信アドレスを含む設備機器特定情報を備えた分散制御装置を複数台接続し
ている。
【０００４】
　このような遠隔監視システムは、分散制御装置によってビル内設備機器のデータを収集
して、ビルディングサーバの問い合わせに対して、分散制御装置からビルディングサーバ
に収集したデータを返信する。そして、遠隔監視システムは、通信端末から、ビルディン
グサーバにアクセスしてビル内設備機器を監視できるようにしている。
【特許文献１】特開２００３－１３４１２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した遠隔監視システムは、監視対象である設備機器のＩＤ情報等をビルディングサ
ーバのみならず、分散制御装置にも登録し、分散制御装置は、登録された設備機器のＩＤ
情報を用いて設備機器の監視、制御をしている。このため、監視、制御対象となる設備の
種別などが変更された場合には、ビルディングサーバのみならず、分散制御装置の登録内
容を変更する必要があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、監視対象となる設備
の変更がされた場合であっても簡単な情報の変更作業のみによって設備の監視ができる遠
隔監視システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る遠隔監視システムは、設備と接続されたポートを複数有し、当該ポートを
介して前記設備の物理量情報を受信するフィールド装置と、前記フィールド装置と通信回
線を介して接続され、前記物理量情報及び当該物理量を取得したポートを前記フィールド
装置から受信し、前記設備の監視情報を生成する遠隔監視装置と、前記遠隔監視装置によ
り生成された監視情報を提示する提示装置とを備える。
【０００８】
　このような遠隔監視システムにおいて、前記遠隔監視装置は、記憶手段に、フィールド
装置のポートと当該ポートで受信する物理量情報の種別との対応関係を示すポート構成情
報、及び、前記設備の識別子と当該設備が計測される物理量情報の種別とを含む設備構成
情報を記憶し、当該設備構成情報に含まれる設備の識別子及び物理量の種別と前記ポート
構成情報に含まれるポートとの対応を示すリンクデータを記憶しておく。そして、遠隔監
視装置の監視処理手段は、物理量情報及び当該物理量を取得したポートから、リンクデー
タを参照して、当該ポートで取得した物理量の種別及び設備の識別子を特定し、設備ごと
の監視情報を生成する。
【０００９】
　このような遠隔監視システムは、フィールド装置に設備に関する情報を登録しておく必
要がなく、例えば設備の構成が変更された場合には、リンクデータを変更することによっ
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て対応可能である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る遠隔監視システムによれば、フィールド装置のポートと設備の識別子との
リンクデータを遠隔監視装置に登録しておくことにより、フィールド装置から送信された
物理量情報を取得したポートから、どの設備で計測された物理量情報かを特定して監視情
報を作成できるので、フィールド装置に設備に関する情報を登録しておく必要が無く、監
視対象となる設備の変更がされた場合であっても簡単な遠隔監視装置側のみの変更作業の
みによって設備の監視ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１２】
　本発明は、例えば図１に示すように、監視装置であるセンター装置１０を有するセンタ
ー側１と被監視装置であるフィールド装置２０等を含むフィールド側２とがインターネッ
ト網（通信回線）３を介して接続されている遠隔監視システムに適用される。この遠隔監
視システムは、フィールド側２における監視対象となる設備２２をセンター側１における
センター装置１０によって監視するものである。
【００１３】
　この遠隔監視システムにおける１台のセンター装置１０は、複数台のフィールド装置２
０＿１，２０＿２，・・・，２０＿Ｎ（以下、総称するときには単に「フィールド装置２
０」と呼ぶ。）と接続されている。
【００１４】
　フィールド装置２０は、それぞれ異なる場所に設置されている。例えば、各フィールド
装置２０は、異なるビルに設置され、当該ビルに設けられた設備２２からデータを収集し
て蓄積している。フィールド装置２０は、一又は複数のフィールドバス２１＿１，・・・
，２１＿Ｎ（以下、総称する場合には単に「フィールドバス２１」と呼ぶ。）が接続され
る。ビルに設置される設備としては、空調設備におけるオンオフスイッチや温度センサ、
照明設備におけるオンオフスイッチや照度センサが挙げられる。
【００１５】
　例えばフィールド装置２０＿１には、設備２２Ａ，２２Ｂがフィールドバス２１＿１を
介して接続されると共に、設備２２Ｃ，２２Ｄがフィールドバス２１＿２を介して接続さ
れている。フィールド装置２０は、フィールドバス２１と接続するフィールドバス用ポー
ト２３＿１，・・・，２３＿Ｎ（以下、総称する場合には単に「フィールドバス用ポート
２３」と呼ぶ。）を備えている。フィールドバス用ポート２３＿１～２３＿Ｎには、それ
ぞれ、同一のフィールド装置２０における他のポートと識別するフィールドバス用ポート
ＩＤ（１）～ポートＩＤ（Ｎ）が付与されている。
【００１６】
　なお、フィールドバス２１とフィールド装置２０との間の通信方式は、特に限定されず
、例えばフル２線方式やＬＯＮ等の設備独自のプロトコルであっても良く、汎用のＩＰを
利用した通信方式であっても良い。
【００１７】
　フィールドバス２１と設備２２との間には、計測用ポートを介して当該設備２２の各種
の物理量を計測する収集ユニット２４が接続されている。この収集ユニット２４は、設備
２２のパルス信号を計測するパルス入力ポートである計測用ポート（ＰＩ；pulse input
）を備えたもの、設備２２のディジタル信号を計測するディジタル入力ポートである計測
用ポート（ＤＩ；digital input）を備えたもの、設備２２の電流値を計測する計測ポー
ト（電流）を備えたものに大別される。収集ユニット２４には、他の収集ユニット２４と
識別するユニット番号（ユニットＮｏ．）が付与されている。
【００１８】



(5) JP 2008-160587 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

　本例において、フィールドバス用ポートＩＤ（１）のフィールドバス用ポート２３＿１
には、設備２２Ａ及び設備２２Ｂを構成する負荷等の電流値を入力する収集ユニット２４
＿１と、設備２２Ａ及び設備２２Ｂのディジタル信号を入力する収集ユニット２４＿２と
、設備２２Ｂのパルス信号を入力する収集ユニット２４＿３とが接続されている。また、
フィールドバス用ポートＩＤ（Ｎ）のフィールドバス用ポート２３＿Ｎには、設備２２Ｃ
を構成する負荷等の電流値を計測する収集ユニット２４＿４と、設備２２Ｄ及び設備２２
Ｃのディジタル信号を入力する収集ユニット２４＿５と、設備２２Ｄを構成する負荷等の
電流を計測する収集ユニット２４＿６とが接続されている。
【００１９】
　収集ユニット２４は、それぞれ、一又は複数の計測用ポート２５を備えている。各計測
用ポート２５には、信号伝送用ケーブルが接続されることによって設備２２と電気的に導
通している。各計測用ポート２５には、同一の収集ユニット２４における他の計測用ポー
ト２５と区別するための計測用ポート番号が付与されている。本例において、収集ユニッ
ト２４＿１～２４＿６には、それぞれ４個の計測用ポート２５が設けられている。
【００２０】
　フィールド装置２０は、図２に示すように、フィールドバス２１と接続されたローカル
ポート通信部３１と、インターネット網３と接続されたネットワーク通信部３２と、フィ
ールドバス用ポート２３に接続された構成に関する情報を記憶するローカルポート構成情
報記憶部３３と、収集ユニット２４により収集した計測情報を記憶するポート計測情報記
憶部３４と、ローカルポート情報計測部３５と、計測情報通知部３６と、警報通知部３７
とを備える。
【００２１】
　ローカルポート構成情報記憶部３３は、図４に示すように、フィールド装置２０のフィ
ールドバス用ポート２３のＩＤ（フィールドバス用ポートＩＤ）と、収集ユニット２４の
番号であるユニット番号と、当該収集ユニット２４により計測する物理量の種別情報（計
測種別情報）と、各収集ユニット２４の計測用ポートのポート数情報とを対応させたロー
カルポート構成情報を記憶している。
【００２２】
　例えば、フィールドバス用ポート２３＿１のフィールドバス用ポートＩＤ（１）に対応
して、収集ユニット２４＿１のユニット番号（１）と収集ユニット２４＿２のユニット番
号（２）と収集ユニット２４＿３のユニット番号（３）とが登録され、当該ユニット番号
に対応した計測種別情報とポート数情報とが登録されている。
【００２３】
　ローカルポート通信部３１は、フィールドバス２１が接続されるフィールドバス用ポー
ト２３を複数備えている。ローカルポート通信部３１は、収集ユニット２４からの物理量
情報を受信して、ポート計測情報記憶部３４に記憶させる。ローカルポート通信部３１は
、ローカルポート情報計測部３５の制御によって動作し、例えば１分単位で全フィールド
バス用ポート２３から物理量情報を収集する。収集ユニット２４からローカルポート通信
部３１に送信される物理量情報には、当該物理量を計測した収集ユニット２４のユニット
番号及び計測用ポート番号が付加されている。ローカルポート通信部３１によって収集さ
れた物理量情報は、フィールド装置ローカルポートのフィールドバス用ポートＩＤ、ユニ
ット番号、計測用ポート番号、計測種別情報ごとに分類されてポート計測情報記憶部３４
に記憶される。
【００２４】
　本例において、ローカルポート通信部３１は、フィールドバス２１＿１が接続されるフ
ィールドバス用ポート２３＿１と、フィールドバス２１＿Ｎが接続されるフィールドバス
用ポート２３＿Ｎとを備えている。ローカルポート通信部３１は、フィールドバス２１＿
１を介して収集ユニット２４＿１～２４＿３からの物理量情報を受信すると共に、フィー
ルドバス２１＿Ｎを介して収集ユニット２４＿４～２４＿６からの物理量情報を受信して
、ポート計測情報記憶部３４に記憶させる。
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【００２５】
　ネットワーク通信部３２は、インターネット網３を介してセンター装置１０と接続され
る。計測情報通知部３６は、センター装置１０からの物理量情報の収集要求（問い合わせ
信号）に応じて、ポート計測情報記憶部３４に記憶された物理量情報を、ネットワーク通
信部３２を介してセンター装置１０に送信する。この物理量情報には、フィールドバス用
ポートＩＤ、当該物理量を計測した収集ユニット２４のユニット番号、計測用ポート番号
及び計測種別情報（識別情報）が付加される。
【００２６】
　警報通知部３７は、収集ユニット２４で収集されてローカルポート通信部３１に受信さ
れたディジタルインプット情報（ＤＩ情報）に所定の変化があったか否かを判定する。こ
のディジタルインプット情報としては、設備２２内における電源線の短絡、停電等の突発
的且つ致命的な異常が挙げられる。警報通知部３７は、ディジタルインプット情報に所定
の変化があったことを検知した場合、異常が発生した旨の警報速報情報を生成して、ネッ
トワーク通信部３２を介してセンター装置１０に送信する。この警報速報情報には、少な
くともフィールドバス用ポートＩＤ、ユニット番号、計測用ポート番号が付加される。こ
の警報速報情報をセンター装置１０に送信する処理は、例えばＳＮＭＰ（Simple Network
 Management Protocol）に準拠した処理において、イベント通知メッセージであるＴｒａ
ｐと称される非同期メッセージを送信することにより実現される。
【００２７】
　その後、警報通知部３７は、センター装置１０からの物理量情報の収集要求（問い合わ
せ信号）に応じて、警報速報情報に関わる異常の詳細を示す警報詳細情報をセンター装置
１０に送信する。この警報詳細情報は、異常となっている設備に関する情報であって、フ
ィールドバス用ポートＩＤ、ユニット番号、計測用ポート番号及び計測種別情報のみなら
ず、ポート計測情報記憶部３４に記憶された実際の物理量情報を含む。
【００２８】
　センター装置１０は、収集ユニット２４が計測した物理量情報及び当該物理量を取得し
たフィールドバス２１のフィールドバス用ポート及び収集ユニット２４の計測用ポートを
識別する識別情報をフィールド装置２０から受信し、設備２２の監視情報を生成するもの
である。センター装置１０は、図３に示すように、インターネット網３に接続されたネッ
トワーク通信部５１と、設備監視情報記憶部５２と、フィールド装置ローカルポート構成
情報記憶部５３と、設備構成情報記憶部５４と、設備情報登録部５５と、設備情報監視処
理部５６と、提示装置部５７とを備える。
【００２９】
　フィールド装置ローカルポート構成情報記憶部５３は、図５に示すように、フィールド
装置２０のＩＰアドレスと、当該フィールド装置２０に設けられているフィールドバス用
ポート２３のフィールドバス用ポートＩＤと、当該フィールドバス用ポートＩＤのフィー
ルドバス用ポート２３に接続されている収集ユニット２４のユニット番号と、当該収集ユ
ニット２４の計測種別情報と、当該収集ユニット２４の計測用ポート数分の計測用ポート
番号とが対応付けられたポート構成情報が記憶されている。このポート構成情報は、フィ
ールド装置２０から図４のポート構成情報を受信した場合に、設備情報登録部５５によっ
て登録される。
【００３０】
　設備構成情報記憶部５４は、図６に示すように、フィールドバス２１に接続された監視
対象である設備２２の名称情報と、当該設備２２のＩＤ（設備ＩＤ）と、当該設備２２が
計測される物理量の種別である計測種別情報と、リンクデータとが対応付けられた設備構
成情報が記憶される。この設備構成情報は、図示しない入力デバイスからの操作信号を設
備情報登録部５５が受信して、設備情報登録部５５によって登録される。
【００３１】
　このリンクデータは、当該設備ＩＤ及び計測種別情報と、図５のポート構成情報に含ま
れる計測用ポートとの対応を示すデータである。換言すれば、図６に示す設備構成情報に
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含まれるリンクデータを表示し、当該リンクデータをクリック等で選択することにより、
どの収集ユニット２４の計測用ポートを介してフィールド装置２０に蓄積されたのかを特
定できるデータがリンクデータである。図６のリンクデータをリンク元とし、図５のポー
ト番号をリンク先とできるが、その逆に、図５のポート番号に、当該ポート番号をリンク
元とし、図６の設備名称、設備ＩＤ、計測種別情報をリンク先とするリンクデータも付与
できる。
【００３２】
　例えば、図５及び図６に示すように、図６に示す設備ＩＤが「１」の設備Ａの電流は、
図５に示すように、ＩＰアドレスが*.*.1.1のフィールド装置２０＿１に接続されたフィ
ールドバス２１のうち、フィールドバス用ポートＩＤが「１」のフィールドバス２１＿１
に接続されたユニット番号が「１」の収集ユニット２４＿１のポート番号（１）で計測し
ていることを、リンクデータの「※１」で特定している。
【００３３】
　ネットワーク通信部５１は、インターネット網３を介してフィールド装置２０と接続さ
れる。設備情報監視処理部５６は、例えばＳＮＭＰ（Simple Network Management Protoc
ol）に準拠した処理を行う。設備情報監視処理部５６は、所定期間ごとに、フィールド装
置２０に物理量情報を送信する収集要求を送信し、フィールド装置２０から返信された物
理量情報を受信するポーリングを行う。この物理量情報には、当該物理量を計測した収集
ユニット２４のユニット番号、計測用ポート番号及び計測種別情報（識別情報）が付加さ
れる。
【００３４】
　ネットワーク通信部５１で受信された物理量情報は、設備情報監視処理部５６によって
設備監視情報記憶部５２に記憶される。この物理量情報は、フィールド装置２０の管理者
に提示する設備２２の監視情報となる。
【００３５】
　提示装置部５７は、フィールド装置２０の管理者に監視情報を提示する表示装置等から
構成される。提示装置部５７は、設備２２の状態を閲覧するための設備監視情報記憶部５
２に記憶された監視情報、設備２２で異常が発生した場合の警告速報情報、警告詳細情報
等を提示する。
【００３６】
　このように構成されたセンター装置１０において、設備情報登録部５５は、図７に示す
処理を行うことにより、図５のポート構成情報及び図６の設備構成情報を登録する。
【００３７】
　設備情報登録部５５は、先ずステップＳ１において、フィールド装置２０から、図４に
示すローカルポート構成情報をダウンロードし、ステップＳ２において、ダウンロードし
たローカルポート構成情報から図５のローカルポート構成情報を作成してフィールド装置
ローカルポート構成情報記憶部５３に記憶する。
【００３８】
　設備情報登録部５５は、ダウンロードしたパケットのヘッダ情報からフィールド装置２
０のＩＰアドレスを取得する。また、設備情報登録部５５は、図４のローカルポート構成
情報に登録されているフィールドバス用ポートＩＤ、ユニット番号、計測種別情報から、
図５のフィールドバス用ポートＩＤ、ユニット番号、計測種別情報を登録する。更に、設
備情報登録部５５は、図４のローカルポート構成情報に登録されているポート数情報から
、当該ポート数分のポート番号を登録する。これにより、図５に示すローカルポート構成
情報を作成する。
【００３９】
　次に設備情報登録部５５は、ステップＳ３において、監視対象となる設備２２の情報で
ある設備名称、設備ＩＤ、リンクデータを登録することにより、図６に示す設備構成情報
を作成する。このとき、設備情報登録部５５は、図示しない入力デバイスの操作信号によ
り、設備名称を入力すると、当該設備名称ごとに設備ＩＤを自動的に付与する。また、設
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備ＩＤに対応して、設備２２から取得可能な物理量の種別を計測種別情報として自動的に
付与し、当該計測種別情報ごとにリンクデータを登録する記憶領域を確保する。
【００４０】
　次に設備情報登録部５５は、ステップＳ４において、各設備２２に、フィールド装置２
０の計測対象となる計測用ポートへのリンク付けをして、リンクデータを作成する。例え
ば、設備ＩＤが「１」の設備Ａの電流は、図５に示すように、ＩＰアドレスが*.*.1.1の
フィールド装置２０＿１に接続されたフィールドバス２１のうち、フィールドバス用ポー
トＩＤが「１」のフィールドバス２１＿１に接続されたユニット番号が「１」の収集ユニ
ット２４＿１のポート番号（１）で計測していることのリンクデータを「※１」で特定す
る。これにより、設備Ａの電流値を監視したい場合、図６の設備構成情報のリンクデータ
（※１）を入力デバイスで選択することにより、フィールドバス用ポートＩＤが「１」、
ユニット番号が「１」、計測用ポートのポート番号（１）に対応した物理量情報を設備監
視情報記憶部５２から取り出し可能となる。
【００４１】
　次に設備情報登録部５５は、ステップＳ４で作成した設備構成情報を設備構成情報記憶
部５４に保存して処理を終了する。
【００４２】
　つぎに、上述したように構成された遠隔監視システムにおいて、フィールド装置２０の
処理手順について図８を参照して説明する。
【００４３】
　フィールド装置２０は、ステップＳ１１において、ローカルポート情報計測部３５によ
り、１分ごとにローカルポート通信部３１が備えている全てのフィールドバス用ポートか
ら物理量情報を計測して、ポート計測情報記憶部３４に記憶させる。
【００４４】
　次のステップＳ１２において、フィールド装置２０は、ローカルポート情報計測部３５
により、ディジタルインプット情報に変化があるか否かを判定する。ディジタルインプッ
ト情報に変化があると判定した場合には、ステップＳ１３に処理を進め、警報通知部３７
により、フィールド装置２０に警報速報情報を送信する。この警報速報情報は、少なくと
もフィールドバス用ポートＩＤ及びユニット番号が含まれる。
【００４５】
　一方、ディジタルインプット情報に変化がないステップＳ１４において、フィールド装
置２０は、ステップＳ１１で受信した物理量情報をポート計測情報記憶部３４に記憶する
。この物理量情報は、フィールドバス用ポートＩＤ及びユニット番号と対応付けられて記
憶される。
【００４６】
　次にフィールド装置２０は、ステップＳ１５において、計測情報通知部３６により、セ
ンター装置１０からの物理量情報を収集する要求を受信したか否かを判定する。収集要求
を受信していない場合には、ステップＳ１１に処理を戻し、収集要求を受信した場合には
ステップＳ１６に処理を進める。
【００４７】
　ステップＳ１６において、計測情報通知部３６は、ポート計測情報記憶部３４から物理
量情報を取り出して、ネットワーク通信部３２を介して物理量情報をセンター装置１０に
送信する。
【００４８】
　つぎに、上述したように構成された遠隔監視システムにおいて、センター装置１０の処
理手順について図９を参照して説明する。
【００４９】
　センター装置１０は、設備情報監視処理部５６により、設備２２の物理量情報を収集す
る問い合わせ信号をフィールド装置２０に送信する時刻か否かを判定する。物理量情報を
収集間隔としては、例えば１０分という値が設定されている。設備２２の物理量情報を収
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集する時刻である場合には、ステップＳ２２において、設備情報監視処理部５６は、ネッ
トワーク通信部５１を介して問い合わせ信号をフィールド装置２０に送信する。
【００５０】
　次にセンター装置１０は、ステップＳ２３において、フィールド装置２０から警報速報
情報を受信したか否かを判定する。この警報速報情報は、ディジタルインプット情報を検
知する収集ユニット２４によって、ディジタルインプット情報の変化があった場合に送信
される。警報速報情報を受信したと判定した場合には、処理をステップＳ２４に進める。
【００５１】
　ステップＳ２４において、センター装置１０は、設備情報監視処理部５６により、ステ
ップＳ２３で受信したディジタルインプット情報と図６の設備構成情報とから、該当する
設備２２を特定する。このとき、設備情報監視処理部５６は、警報速報情報に含まれるフ
ィールド装置２０のＩＰアドレス、フィールドバス用ポートＩＤ、ユニット番号及びポー
ト番号から、図５のポート番号を認識し、当該ポート番号とリンクしている図６の設備名
称、設備ＩＤ、計測種別情報を認識する。
【００５２】
　次のステップＳ２５において、センター装置１０は、設備情報監視処理部５６により、
ステップＳ２４にて認識した設備名称、設備ＩＤ、計測種別情報を提示装置部５７によっ
て提示する。これにより、警報が発生したことをフィールド装置２０の管理者に提示する
。
【００５３】
　次のステップＳ２６において、センター装置１０は、設備情報監視処理部５６により、
フィールド装置２０から物理量情報を受信したか否かを判定する。このとき、設備情報監
視処理部５６は、ステップＳ２２においてフィールド装置２０に物理量情報を収集する要
求を送信した応答として物理量情報が受信したか否かを判定する。物理量情報を受信して
いないと判定した場合にはステップＳ２１に処理を戻し、物理量情報を受信した場合には
ステップＳ２７に処理を進める。
【００５４】
　ステップＳ２７において、設備情報監視処理部５６は、受信した物理量情報に含まれる
フィールドバス用ポートＩＤ、ユニット番号及びポート番号から、図５のポート番号を認
識し、当該ポート番号とリンクしている図６の設備名称、設備ＩＤ、計測種別情報を認識
する。
【００５５】
　次のステップＳ２８において、設備情報監視処理部５６は、ステップＳ２７で識別した
設備名称、設備ＩＤ、計測種別情報と対応させた物理量情報を設備監視情報記憶部５２に
記憶する。
【００５６】
　次のステップＳ２９において、設備情報監視処理部５６は、ステップＳ２３によって警
報速報情報を受信し、ステップＳ２５にて当該警報速報情報を提示した警報発生中の設備
２２の物理量情報を警報詳細情報として提示装置部５７に表示させる。例えば、ステップ
Ｓ２４において特定した警報中の設備名称、設備ＩＤを一時的にメモリしておき、ステッ
プＳ２７において警報中の設備名称、設備ＩＤの物理量情報を受信した場合には、このス
テップＳ２９にて提示装置部５７で表示させる。
【００５７】
　以上詳細に説明したように、本発明を適用した遠隔監視システムによれば、物理量情報
と共にフィールドバス用ポートＩＤ、ユニット番号、計測用ポート番号をフィールド装置
２０からセンター装置１０に送信するのみで、センター装置１０により、どの設備２２の
物理量情報かを特定できる。すなわち、この遠隔監視システムによれば、フィールド装置
２０のポートと設備２２のＩＤとを対応させるリンクデータを登録しておくので、センタ
ー装置１０で物理量情報を受信した場合に、当該物理量を取得したフィールドバス用ポー
ト及び計測用ポートから、ポート構成情報に登録されている計測用ポートを特定し、当該
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計測用ポートとリンクされた設備の識別子を認識できる。これにより、フィールド装置２
０に設備２２の名称やＩＤを登録する必要がない。
【００５８】
　これにより、遠隔監視システムによれば、設備２２に関係なく収集ユニット２４をある
設備２２に接続した場合、当該接続状態に応じてローカルポート構成情報のポート番号と
設備構成情報の設備名称及び設備ＩＤとをリンクさせるだけで、現在収集ユニット２４に
接続されている設備２２の物理量情報を収集することができる。また、監視対象とする設
備２２の種類が変更した場合であっても、設備名称、設備ＩＤを変更するのみで、フィー
ルド装置２０側の設定を変更する必要がない。
【００５９】
　また、この遠隔監視システムによれば、突発的な異常を検知するディジタルインプット
情報に変化があった場合に、フィールド装置２０からセンター装置１０に警報速報情報を
送信して管理者等に提示するので当該設備２２の致命的な欠陥についての対応を取ること
ができる。例えば、当該設備２２の近くにいる管理者等に電話連絡等をして早急且つ的確
な初動対応が可能となる。また、遠隔監視システムによれば、警報速報情報を受信した後
に、当該警報速報情報に関わる異常の詳細を示す警報詳細情報をフィールド装置２０から
センター装置１０に送信して管理者等に提示することができ、設備２２の確実な復旧、欠
陥の詳細な原因追及、未然防止策を図ることができる。
【００６０】
　つぎに、上述したように構成された遠隔監視システムの他の例について説明する。なお
、上述した遠隔監視システムと同様の部分については同一符号を付することによりその詳
細な説明を省略する。
【００６１】
　この遠隔監視システムは、図１０に示すように、フィールドバス２１＿１に接続されて
設備２２Ｂを制御するための出力ポート（ＤＯ；digital output）を有する制御ユニット
６１＿１（制御機器）と、フィールドバス２１＿Ｎに接続されて設備２２Ｄを制御するた
めの出力ポートを有する制御ユニット６１＿２とを備える。この遠隔監視システムは、セ
ンター装置１０により、当該制御ユニット６１＿１，６１＿２を制御するものである。な
お、制御ユニット６１＿１，６１＿２を総称する場合には単に「制御ユニット６１」と呼
ぶ。
【００６２】
　フィールド装置２０は、図２に示したフィールド装置２０に加えて、制御指令受信部７
１とローカルポート制御部７２とを備える。また、センター装置１０は、図３に示したセ
ンター装置１０に加えて、設備情報制御処理部８１を備える。遠隔監視システムは、設備
情報制御処理部８１から制御ユニット６１に向けて設備制御指令を送信し、当該設備制御
指令をフィールド装置２０の制御指令受信部７１で受信すると、ローカルポート制御部７
２から制御ユニット６１に設備制御指令を出力する。これにより、制御ユニット６１は、
設備制御指令に従って設備２２を動作させる。
【００６３】
　このような遠隔監視システムにおいて、フィールド装置２０のローカルポート構成情報
記憶部３３には、図１３に示すように、制御ユニット６１のユニット番号、計測種別情報
、ポート数情報がローカルポート構成情報として記憶される。ここで、制御ユニット６１
は、設備２２を制御する型のユニットではあるが、計測種別情報に出力ポートを備えるユ
ニットとして登録されている。また、制御ユニット６１のポート数は２個である。
【００６４】
　センター装置１０は、図１３に示すローカルポート構成情報をダウンロードすると、当
該ローカルポート構成情報から図１４に示すローカルポート構成情報を作成する。このと
き、設備情報登録部５５は、図７に示す処理と同様に、ダウンロードしたパケットのヘッ
ダ情報からフィールド装置２０のＩＰアドレスを取得する。また、設備情報登録部５５は
、図１３のローカルポート構成情報に登録されているフィールドバス用ポートＩＤ、制御
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指令受信部７１のユニット番号、制御指令受信部７１の計測種別情報から、図１４のフィ
ールドバス用ポートＩＤ、ユニット番号、計測種別情報を登録する。更に、設備情報登録
部５５は、図１３のローカルポート構成情報に登録されているポート数情報から、当該ポ
ート数分のポート番号を登録する。これにより、図１４に示すように、収集ユニット２４
のポート構成に加えて、制御ユニット６１のポート構成を含むローカルポート構成情報を
作成する。
【００６５】
　次に設備情報登録部５５は、制御指令受信部７１の制御対象となる設備２２の情報であ
る設備名称、設備ＩＤ、リンクデータを登録することにより、図１５に示す設備構成情報
を作成する。このとき、設備情報登録部５５は、図示しない入力デバイスの操作信号によ
り、制御対象の設備名称を入力すると、当該設備名称ごとに設備ＩＤを自動的に付与する
。また、設備ＩＤに対応して、設備２２を制御するものであることを計測種別情報として
自動的に付与し、当該計測種別情報ごとにリンクデータを登録する記憶領域を確保する。
【００６６】
　次に設備情報登録部５５は、各設備２２に、制御対象となる制御用ポートへのリンク付
けをして、リンクデータを作成する。例えば、設備ＩＤが「２」の設備Ｂに対しては、図
１４に示すように、ＩＰアドレスが*.*.1.1のフィールド装置２０＿１に接続されたフィ
ールドバス２１のうち、フィールドバス用ポートＩＤが「１」のフィールドバス２１＿１
に接続されたユニット番号が「４」の制御ユニット６１＿１のポート番号（４）で制御が
可能であることのリンクデータを「※６」で特定する。これにより、設備Ｂを制御したい
場合、図１５の設備構成情報のリンクデータ（※６）を入力デバイスで選択することによ
り、フィールドバス用ポートＩＤが「１」、ユニット番号が「４」、制御用ポートのポー
ト番号（４）を指定したフィールド装置２０＿１宛ての設備制御指令を作成できる。
【００６７】
　このような遠隔監視システムにおいて設備２２を制御する場合、センター装置１０の設
備情報制御処理部８１は、図１６に示すように、先ずステップＳ３１において、制御対象
となる設備２２のディジタルインプット情報を取得する。なお、このディジタルインプッ
ト情報を取得する処理は、上述した。
【００６８】
　そして、設備情報制御処理部８１は、ステップＳ３２において、制御ユニット６１が接
続された設備２２が安全な状態であって現在制御可能な状態であるか否かを判定する。制
御したい設備２２が現在制御可能な状態ではないと判定した場合にはステップＳ３１に処
理を戻し、制御したい設備２２が現在制御可能な状態であると判定した場合にはステップ
Ｓ３３に処理を進める。
【００６９】
　ステップＳ３３において、設備情報制御処理部８１は、設備構成情報から、制御対象と
なる設備２２と接続された制御指令受信部７１のポート番号を特定する。例えば、設備Ｂ
を制御対象とする場合には、当該図１５に示す設備Ｂに対応したリンクデータから、図１
４に示すフィールドバス用ポートＩＤが「１」、ユニット番号「４」、ポート番号が「１
」であることを特定する。
【００７０】
　次のステップＳ３４において、設備情報制御処理部８１は、ステップＳ３３で特定した
ポート番号の制御ユニット６１が接続されたフィールド装置２０に設備制御指令を送信す
る。この設備制御指令は、ステップＳ３３で特定したフィールド装置２０のＩＰアドレス
、フィールドバス用ポートＩＤ、ユニット番号及びポート番号を宛先データとして含んで
いる。
【００７１】
　一方、フィールド装置２０は、図１７に示すように、ステップＳ４１において、センタ
ー装置１０から送信された設備制御指令を制御指令受信部７１によって受信したか否かを
判定する。その結果、制御指令受信部７１によって設備制御指令を受信した場合にはステ
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ップＳ４２に処理を進める。
【００７２】
　ステップＳ４２において、フィールド装置２０は、ステップＳ４１で受信した設備制御
指令をローカルポート制御部７２に渡し、ローカルポート制御部７２により、該当するフ
ィールドバス２１に設備制御指令を送信する。このとき、ローカルポート制御部７２は、
設備制御指令に含まれるフィールドバス用ポートＩＤをローカルポート構成情報から特定
して、当該特定したフィールドバス用ポート２３から、ユニット番号及びポート番号を宛
先とした設備制御指令を送信する。これにより、当該設備制御指令に含まれるユニット番
号の制御ユニット６１は、自己宛の設備制御指令として受信し、当該設備制御指令に含ま
れるポート番号から設備２２に設備制御指令を出力する。
【００７３】
　以上説明したように、本発明を適用した遠隔監視システムによれば、制御ユニット６１
が接続されている設備２２の情報をフィールド装置２０に登録しておかなくても、センタ
ー装置１０によって制御ユニット６１のポート番号を指定することにより、設備２２を制
御することができる。
【００７４】
　また、この遠隔監視システムによれば、制御ユニット６１に設備制御指令を出力する前
に当該設備２２のディジタルインプット情報を受信するので、制御対象の設備２２が安全
である場合のみに設備制御指令を送信することができる。
【００７５】
　なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態
に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸
脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明を適用した遠隔監視システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明を適用した遠隔監視システムを構成するフィールド装置の構成を示すブロ
ック図である。
【図３】本発明を適用した遠隔監視システムを構成するセンター装置の構成を示すブロッ
ク図である。
【図４】本発明を適用した遠隔監視システムを構成するフィールド装置に記憶されるロー
カルポート構成情報の構造を示す図である。
【図５】本発明を適用した遠隔監視システムを構成するセンター装置に記憶されるローカ
ルポート構成情報の構造を示す図である。
【図６】本発明を適用した遠隔監視システムを構成するセンター装置に記憶される設備構
成情報の構造を示す図である。
【図７】本発明を適用した遠隔監視システムを構成するセンター装置により設備構成情報
を登録する処理手順を示すフローチャートである。
【図８】本発明を適用した遠隔監視システムを構成するフィールド装置の動作手順を示す
フローチャートである。
【図９】本発明を適用した遠隔監視システムを構成するセンター装置によって設備を監視
するときのフローチャートである。
【図１０】本発明を適用した他の遠隔監視システムの構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明を適用した他の遠隔監視システムを構成するフィールド装置の構成を示
すブロック図である。
【図１２】本発明を適用した他の遠隔監視システムを構成するセンター装置の構成を示す
ブロック図である。
【図１３】本発明を適用した他の遠隔監視システムを構成するフィールド装置に記憶され
るローカルポート構成情報の構造を示す図である。
【図１４】本発明を適用した他の遠隔監視システムを構成するセンター装置に記憶される
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【図１５】本発明を適用した他の遠隔監視システムを構成するセンター装置に記憶される
設備構成情報の構造を示す図である。
【図１６】本発明を適用した他の遠隔監視システムを構成するセンター装置から設備制御
指令を送信する時のフローチャートである。
【図１７】本発明を適用した他の遠隔監視システムを構成するフィールド装置により設備
制御指令を受信した時のフローチャートである。
【符号の説明】
【００７７】
　１　センター側
　２　フィールド側
　３　インターネット網
　１０　センター装置
　２０　フィールド装置
　２１　フィールドバス
　２２　設備
　２３　フィールドバス用ポート
　２４　収集ユニット
　２５　計測用ポート
　３１　ローカルポート通信部
　３２　ネットワーク通信部
　３３　ローカルポート構成情報記憶部
　３４　ポート計測情報記憶部
　３５　ローカルポート情報計測部
　３６　計測情報通知部
　３７　警報通知部
　５１　ネットワーク通信部
　５２　設備監視情報記憶部
　５３　フィールド装置ローカルポート構成情報記憶部
　５４　設備構成情報記憶部
　５５　設備情報登録部
　５６　設備情報監視処理部
　５７　提示装置部
　６１　制御ユニット
　７１　制御指令受信部
　７２　ローカルポート制御部
　８１　設備情報制御処理部
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